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- 1 - 

 

Ⅰ 令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜 

       （全日制課程・定時制課程）実施要項 

 

第１ 一般選抜 

 一般選抜は、入学者選抜を実施する募集定員を定めたすべての学科で実施する。 

 なお、実施内容については、「令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜選考基準」（以下「選

抜選考基準」という。）（別表１）のとおりとする。 

 

１ 出願資格 

  出願することができる者は、本人及び保護者（親権者、親権者がない場合は未成年後見人。以下同じ。）

の住所が和歌山県内にあるか、入学日までに和歌山県内にあることとし、次のいずれかに該当するもの

とする。 

なお、定時制課程については、和歌山県内に本人の住所があるか、勤務していること。又は、入学日

までに和歌山県内に住所があるか、勤務することが確実であれば出願することができる。 

(1) 中学校、義務教育学校又はこれに準ずる学校（以下「中学校」という。）を卒業又は令和８年３月

卒業見込みの者 

 (2) 中等教育学校前期課程（以下「中学校」に含める。）を修了（以下「卒業」に含める。）又は令和

８年３月修了見込みの者 

 (3) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９５条の規定により、中学校を卒業した者

と同等以上の学力があると認められる者 

２ 学科及び募集定員 

全日制課程
 総合ビジネス科 １６０名（スポーツ推薦の１５名程度を含む。） 

デザイン表現科 ４０名、普通科 ６０名  

定時制課程 ビジネス実践科 ４０名、ビジネス情報科 ４０名 

３ 志願学科 

 (1) 志願者は、すべての学科を志願することができる。ただし、出願は１課程１学科に限る。 

 (2) 志願者は、同一課程に限り、第１志望として出願した学科以外の学科を第２志望として出願するこ

とができる。ただし、全日制課程において、総合ビジネス科、普通科を第１志望に出願した志願者は、

デザイン表現科を第２志望とすることはできない。 

４ 一般出願 

（1） 出願受付期間及び出願先 

受付月日 受付時間 出願先 

令和８年２月１６日（月） 午前９時から正午まで 和歌山県電子申請サービス※３ 

出願は、和歌山県電子申請サービスで受け付ける。 

ただし、中学校在学及び卒業の者以外の志願者は、持参または郵送により、和歌山市立和歌山高等

学校（以下「市立高等学校」という。）で受け付ける。 

持参する場合の受付期間は、令和８年２月１６日（月）の午前９時から午後４時までとする。 
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郵送の場合は、「書留」とし、令和８年２月１０日（火）から２月１６日（月）までの消印のある

ものに限る（受検票等の返信用封筒と切手を同封すること。）。 

なお、持参または郵送の場合は、市立高等学校へあらかじめ電話連絡すること。 

※３ アクセス手順 

 

 

 

（2） 出願手続 

  ア 志願者の手続 

    入学志願者は、次の書類等を在学又は出身校の中学校長に提出すること。ただし、中学校在学及

び卒業の者以外の志願者については、次の書類のほかに高等学校入学資格を証する書類を添付し、

直接、和歌山市立和歌山高等学校長（以下「高等学校長」という。）に提出すること。 

    なお、他の都道府県から市立高等学校を志願する場合は、「Ⅲ 他の都道府県からの和歌山市立

和歌山高等学校入学志願者等に関する手続について」による。 

   （ア）入学願（別記第１号様式） 

   （イ）受検票（別記第２号様式） 

   （ウ）入学考査手数料 

       全日制課程２,２００円、定時制課程９５０円  

      本出願時、現金で市立高等学校において納付すること。 

  イ 中学校長の手続 

     中学校長は、第４項第２号アの書類の記載事項に誤りのないことを確かめ、一般出願者報告書（別

記第３号様式）※４に必要事項を入力し、別途指定する方法で、和歌山県電子申請サービスから和歌

山県教育庁学校教育局県立学校教育課長（以下「（県）学校教育局県立学校教育課長」という。）

に提出すること。 

※４ ダウンロード手順 

 

 

 

 

   ウ 高等学校長の手続 

 高等学校長は、第４項第２号アのただし書きに該当する者から出願があった場合、提出された書

類の記載事項に誤りのないことを確かめ、一般出願報告書（別記第３号様式）に必要事項を入力し、

別途指定する方法で和歌山市教育委員会学校教育部学校教育課長（以下「（市）学校教育課長」と

いう。）及び（県）学校教育局県立学校教育課長に報告すること。 

  エ 注意事項 

   （ア）第３項第２号による志願者は、入学願の「志願学科」の欄に志望順位別に学科名を記入する

こと。 

   （イ）令和８年３月中学校卒業見込みの者以外の志願者は、入学願の「卒業後の状況」の欄に最終

学校卒業後の履歴等を記入すること。 

  オ 志願状況の発表 

和歌山県ホームページ → 相談窓口・電子申請・県報 → 電子申請 → 和歌山県電子申請サービスポータル → 

カテゴリー検索（13_教育委員会） → 令和８年度和歌山県立高等学校入学者選抜一般出願 

和歌山県教育委員会ホームページ → 入試・採用・募集 → 入試 → 県立高校入学者選抜 → 令和８年度県立

高校入学者選抜 → 令和８年度和歌山県立高等学校入学者選抜実施要項 → 一般出願者報告書（別記第３号様

式） 
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（ア）和歌山県教育庁学校教育局県立学校教育課（以下「（県）学校教育局県立学校教育課」とい

う。）及び和歌山市教育委員会学校教育部学校教育課（以下「（市）学校教育課」という。）

において、一般出願に係る志願状況一覧表を令和８年２月１８日（水）午前９時に掲示する。 

 なお、掲示場所については、（県）学校教育局県立学校教育課、（市）学校教育課に問い合

わせること。 

（イ）中学校長には、各市町村教育委員会を通じて通知する。 

(3) 志願先の変更 

   ア 志願者は、本出願にあたって、一般出願の際に提出した学科を、１回に限り変更することができ

る（第２志望を変更しようとする者も含む。）。 

イ 志願先を変更しようとする者は、次の（ア）～（ウ）の変更手続を行うこと。 

（ア）中学校長に申し出て、入学願と受検票の返却を受ける。 

（イ）入学願と受検票を新たに作成する。 

（ウ）入学願と受検票を中学校長に再提出する。 

 なお、第４項第２号アのただし書きに該当する者については、令和８年２月１８日（水）から令

和８年２月２４日（火）まで（各日とも午前９時から午後４時まで）に、高等学校長に願い出て指

示を受けること。 

５ 本出願 

（1） 出願受付期間及び場所 

受付月日 受付時間 場所 

令和８年２月２５日（水） 午前９時から午後４時まで 和歌山市立和歌山高等学校 

令和８年２月２６日（木） 午前９時から午後３時まで 和歌山市立和歌山高等学校 

出願は、市立高等学校で受け付ける。 

郵送の場合は、「書留」とし、令和８年２月１９日（木）から２月２５日（水）までの消印のある

ものに限る（受検票等の返信用封筒と切手を同封すること。）。 

なお、郵送の場合は、市立高等学校へあらかじめ電話連絡すること。 

(2) 出願手続   

   ア 志願者の手続 

     （ア）志願者は、志願先の変更手続をした場合を除き、一般出願の際に提出した学科以外に本出願

をすることができない。 

     （イ）一家転住などやむを得ない事情で一般出願できなかった志願者は、その理由を入学願の裏面

に記載し、受検票とともに中学校長に提出すること。 

   （ウ）第４項第２号アのただし書きに該当する者で志願先を変更した者は、第４項第２号アに準じ、

書類を直接高等学校長に提出すること。 

   イ 中学校長の手続 

       中学校長は、志願者から提出された書類の記載事項に誤りのないことを確かめ、志願者に係る次

の書類を作成し、入学願、受検票他、必要書類とあわせて高等学校長に提出するとともに、入学考

査手数料を納付すること。 

    （ア）令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者調査書（以下「調査書」という｡）（別記第

４号様式） 

       令和２年３月以前の中学校卒業者については、調査書に代えて中学校卒業証明書を提出する
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こと。 

   （イ）副申書（別記第５号様式） 

 調査書の「欠席等の状況」及び「健康の状況に関する特記事項」等、調査書に記載されてい

ないその他の事項について、特別の事情のある場合は、中学校長は副申書を提出することがで

きる。 

（ウ）学力検査等特別措置願（別記第６号様式） 

 聴覚等に障害のある志願者や日本語の理解が十分でない外国人等の志願者で、学力検査等に

おいて特別の措置を必要とする場合は、高等学校長に提出すること。 

（エ）入学考査手数料 

       全日制課程２,２００円、定時制課程９５０円 

      現金で市立高等学校において納付すること。 

ウ 高等学校長の手続 

    （ア）高等学校長は、提出された書類を確認し、受け付けるとともに、提出された受検票に受検番

号を付して、当該中学校長を通じ、又は直接、出願者に交付すること。 

   （イ）高等学校長は、志願状況を課程・学科別に集計し、別途指定する方法で（市）学校教育課長

及び（県）学校教育局県立学校教育課長に報告すること。 

   （ウ）高等学校長は、提出された学力検査等特別措置願の写しを（市）教育長に提出し、協議のう

え、適切な措置を講じること。 

６ 調査書等の作成 

 (1) 調査書等作成委員会 

   中学校長は、調査書、副申書等の作成にあたっては、厳正、公平かつ適正を期するため、調査書等

作成委員会を組織し、その審議を経るものとする。 

 (2) 調査書等の作成 

   調査書等の具体的な作成要領は、「Ⅱ 令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者調査書等の

作成について」による。 

７ 書類の審査 

 (1) 調査書等審査委員会 

  ア 高等学校長は、審査の厳正、公平かつ適正を期するため、調査書等審査委員会を組織すること。 

イ 調査書等審査委員会は、令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項（以下「実施

要項」という。）に基づいて提出された書類について審査すること。 

 (2) 高等学校長は、中学校長から提出された書類の中に、不明な事項等がある場合には、当該中学校長

に説明又は訂正を求めることができる。ただし、訂正を求めた場合には、（市）教育長にその概要に

ついて文書で報告しなければならない。 

８ 学力検査等 

  出願者は、令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜学力検査（以下「学力検査」という。）

を受けるものとする。また、高等学校長は、学力検査のほかに、実技による検査（以下「実技検査等」

という。）を実施することができる。 

ただし、令和８年３月中学校卒業見込みの者以外の出願者には、学力検査終了後、別途、面接を実施

するものとする。 
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  「実技検査等」の実施内容については、「選抜選考基準」（別表１）及び「令和８年度和歌山市立和

歌山高等学校入学者選抜の実技検査等」（別表２）のとおりとする。 

 (1) 学力検査と配点 

  ア 学力検査 

    学力検査の教科は、国語、社会、数学、理科及び外国語（英語（リスニングテストを含む｡））と

する。 

    リスニングテストは、外国語（英語）の検査時間の冒頭で校内放送設備を用いて一斉に行う。 

  イ 配点 

    各教科１００点満点とする。 

 (2) 検査期日と日程 

   学力検査等の期日及び日程は、次のとおりとし、受検者は、学力検査当日午前９時までに検査場所

に集合すること。 

  ア 期日 学力検査       令和８年３月１０日（火） 

       実技検査等      令和８年３月１１日（水） 

  イ 日程 次の日程により実施する。 

        第１日（学力検査） 

    9:00   9:25    10:15 10:30     11:20 11:35        12:25     13:10          14:00 14:15         15:05 

点呼 

入場 
国語

 休 

憩 
社会 

休 

憩 
数学 (昼食) 理科 

休 

憩 

外国語 

（英語） 

           

第２日（実技検査等） 

9:00    

実技検査等 

          （注）実施時間帯は、高等学校長の指示による。 

(3) 検査場所  

     市立高等学校で行う。 

(4) 検査当日の注意 

  ア 受検者は、必ず受検票及び筆記用具を持参し、学力検査受検中は、受検票を机上に置くこと。 

イ 受検者がやむを得ず遅刻した場合、当該受検者は、高等学校長の許可を得たうえで検査場に入るこ

と。 

  ウ 実技検査等の実施時間帯は、高等学校長の指示するところによるので留意すること。 

エ 実技検査を受ける者は、高等学校長の指示に従い、受検できる服装等を準備すること。 

オ 受検者がやむを得ない事情で受検できなくなった場合、当該受検者の在学又は出身校の中学校長

は、高等学校長に速やかにその旨を報告するとともに、再学力検査を希望する場合は、受検できなか

った理由が正当であることを証明する書類（医師の診断書等）を添え、令和８年３月１７日（火）正

午までに高等学校長に再学力検査受検願（別記第７号様式その１）を届け出るものとする。また、高

等学校長は、事情内容を審査し、正当と認められるときは、再学力検査受検許可書（別記第７号様式

その２）を交付し、その受検を許可するものとする。 
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９ 定時制課程における満２０歳以上特別措置 

 (1) 対象者及び内容 

  ア 満２０歳以上の志願者（平成１８年４月１日以前に生まれた者）で、定時制課程満２０歳以上特

別措置を希望する者とする。                                                                                  

  イ 作文及び面接による検査を行う。 

  ウ 調査書の提出を省略することができる。 

 (2) 申請手続 

   この特別措置の適用を受けようとする者は、一般出願の際、定時制課程満２０歳以上特別措置申請

書（別記第８号様式）に中学校卒業証明書又は高等学校入学資格を証する書類を添付して、直接、高

等学校長に提出すること。ただし、志願先の変更はできない。 

(3) 検査期日と日程 

   検査期日は、学力検査と同一日とし、日程は、次のとおりとする。 

       9:00       9:25     10:15  10:30               
 
点呼入場

 
作文

 
休憩

 
面接

          

(4) 満２０歳以上特別措置による入学者数 

   別に定める募集定員の１０％を標準とし、募集定員内で出願状況に応じて高等学校長が決定する。 

 (5) 検査場所 

   市立高等学校で行う。 

 (6) 検査当日の注意 

   第８項第４号に準ずるものとする。 

 (7) 入学願等の交付 

   入学願、受検票、定時制課程満２０歳以上特別措置申請書については、（市）学校教育課及び市立

高等学校において交付する。 

10 入学者の選抜 

  高等学校長は、出願者が募集定員を超過するか否かにかかわらず、次の要領によって、厳正、公平か

つ適正に入学者の選抜を行うこと。 

 (1) 合否判定の原則 

   合否の判定は、中学校長から提出された調査書等（又はこれに相当する書類）及び学力検査の成績

に基づいて行う。ただし、面接・実技検査等を実施した学科にあっては、その成績も判定資料とする。 

     なお、各学科の一般選抜における入学者の選抜基準は、「選抜選考基準」（別表１）のとおりとする。 

 (2) 判定資料の評価 

  ア 調査書 

    調査書の「評定」、「特別活動に関する特記事項」、「校内外の活動等に関する特記事項」、

「観点別学習状況」等にその他の記載内容を加味し、総合的に評価すること。 

      （ア）評定 

       次の方法で算出し、計１８０点満点とする。ただし、調査書に記載されている全教科の評定

を対象として、２倍を超えない範囲で傾斜評価を実施することができる。傾斜評価を行う学科

については、「選抜選考基準」（別表１）のとおりとする。 

      なお、傾斜評価を実施する学科にあっては、傾斜評価後の合計を満点とすること。 
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       ａ  第１・第２学年の評定 

            第１・第２学年の９教科の５段階評定の合計を算出する。   (９０点満点） 

         ｂ  第３学年の評定 

              第３学年の９教科の５段階評定の合計を２倍して算出する。 (９０点満点） 

   （イ）特別活動及び校内外の活動等 

       「特別活動に関する特記事項」、「校内外の活動等に関する特記事項」、「観点別学習状況」

及びその他の記載内容を総合的に評価すること。 

  イ 学力検査の成績 

 学力検査実施教科は各教科１００点満点とし、計５００点満点とする。 

   ウ 実技検査の成績 

       実技による検査結果を適切に点数化して評価する。 

    エ その他の資料 

中学校長から副申書等の提出があった場合は、その記載内容に留意すること。 

 (3) 合否判定の手順について 

   各学科ともに次のア～エの各段階順に判定していくものとし、初めに第１志望の者を対象として第

２段階までの判定を行い、次に第２段階まで合格予定者にならなかった者にスポーツ推薦で合格しな

かった者及び第２志望の者を加えて、第３段階の判定を行うものとする。 

   なお、受検者の数が一般選抜募集枠（以下「募集枠」という。）に満たない場合は、第１段階、第

２段階に示した人数の割合を、いずれも全受検者に対する割合としたうえで、合否を判定するものと

する。ただし、出願者が少人数のため、各段階順による判定が困難な場合は、前号判定資料の評価に

基づき、総合的に判定することができる。 

  ① ＜全日制＞総合ビジネス科 ＜定時制＞ビジネス実践科、ビジネス情報科 

  ア 第１段階 

        全受検者のうち、次の（ア）、（イ）のいずれかにおいて、それぞれの条件を満たす者を合格予

定者とする。ただし、第１段階での合格予定者数は、募集枠の８０％を上限とし、８０％を超えた

場合は、（ア）、（イ）をそれぞれの割合（募集枠に対する割合）が保たれるよう減じることによ

り調整するものとする。 

      （ア）「調査書」の記載内容が優れた者で「学力検査の成績」が募集枠内にある者のうち、「選抜

選考基準」（別表１）に示した割合内にある者。 

     （イ）「学力検査の成績」が優れた者で「評定」が募集枠内にある者のうち、「選抜選考基準」（別

表１）に示した割合内にある者。 

    イ 第２段階 

    第１段階における合格予定者数が募集枠の８０％に満たない場合は、第１段階の（ア）・（イ）

を同じ割合（募集枠に対する割合）が保たれるよう増加させることにより、合格予定者数が募集枠

の８０％になるまで調整する。 

  ウ 第３段階 

        第１段階及び第２段階の合格予定者を除いたすべての受検者に、総合ビジネス科においてはスポ

ーツ推薦で合格しなかった者及び第２志望の者を加え、定時制の課程においては第２志望の者を加

え、「調査書」及び「学力検査の成績」並びにその他の資料も含め、学科の特色を考慮しながら総

合的に判定し、合格予定者とする。ただし、用いる判定資料はこれらの受検者に共通のものとする
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こと。 

エ 第４段階 

    第３段階において、募集枠までを合格予定者としたうえ、更に、全受検者について総合的な観点

から検討し、最終的に合格者を決定する。 

  ② ＜全日制＞デザイン表現科 

   ア 第１段階 

        全受検者のうち、次の（ア）～（ウ）のいずれかにおいて、それぞれの条件を満たす者を合格予

定者とする。ただし、第１段階での合格予定者数は、募集枠の８０％を上限とし、８０％を超えた

場合は、（ア）～（ウ）をそれぞれの割合（募集枠に対する割合）が保たれるよう減じることによ

り調整するものとする。 

      （ア）「調査書」の記載内容が優れた者において、募集枠の３０％以内にある者のうち、「学力検

査の成績」が募集枠内にある者。ただし実技検査の成績が著しく下位の者を除く。 

      （イ）「学力検査の成績」が優れた者において、募集枠の５０％以内にある者のうち、「評定」が

募集枠内にある者。ただし実技検査の成績が著しく下位の者を除く。 

    （ウ）「実技検査等の成績」が優れた者において、募集枠の２０％以内にある者のうち、「評定」

及び「学力検査の成績」が共に上位から並べて全受検者の９０％以内にある者。 

    イ 第２段階 

     第１段階における合格予定者数が募集枠の８０％に満たない場合は、第１段階の（ア）～（ウ）

を同じ割合（募集枠に対する割合）が保たれるよう増加させることにより、合格予定者数が募集枠

の８０％になるまで調整する。 

   ウ 第３段階 

        第１段階及び第２段階の合格予定者を除いたすべての受検者について、「調査書」及び「学力検

査の成績」並びにその他の資料や実技検査の成績も含め、学科の特色を考慮しながら総合的に判定

し、合格予定者とする。ただし、用いる判定資料はこれらの受検者に共通のものとすること。 

   エ 第４段階 

     第３段階において、募集枠までを合格予定者としたうえ、更に、全受検者について総合的な観点

から検討し、最終的に合格者を決定する。 

  ③ ＜全日制＞ 普通科 

    ア 第１段階 

全受検者のうち、次の（ア）、（イ）のいずれかにおいて、それぞれの条件を満たす者を合格予

定者とする。ただし、第１段階での合格予定者数は、募集枠の８０％を上限とし、８０％を超えた

場合は、（ア）、（イ）をそれぞれの割合（募集枠に対する割合）が保たれるよう減じることによ

り調整するものとする。 

     （ア）「調査書」の記載内容が優れた者において、募集枠の３０％以内にある者。ただし、「学力

検査の成績」が著しく下位の者を除く。 

    （イ）「学力検査の成績」が優れた者において、募集枠の７０％以内にある者。ただし、「評定」

が著しく下位の者を除く。 

    イ 第２段階 

    第１段階における合格予定者数が募集枠の８０％に満たない場合は、第１段階の（ア）、（イ）

を同じ割合（募集枠に対する割合）が保たれるよう増加させることにより、合格予定者数が募集枠
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の８０％になるまで調整する。 

  ウ 第３段階 

        第１段階及び第２段階の合格予定者を除いたすべての受検者に、第２志望の者を加え、「調査書」

及び「学力検査の成績」並びにその他の資料について、学科の特色を考慮しながら総合的に判定し、

合格予定者とする。ただし、用いる判定資料はこれらの受検者に共通のものとすること。 

  エ 第４段階 

    第３段階において、募集枠までを合格予定者としたうえ、更に、全受検者について総合的な観点

から検討し、最終的に合格者を決定する。 

11 合格者の発表 

   令和８年３月１８日（水）午前１０時に市立高等学校において掲示する。 

12 入学資格認定検査 

  学校教育法施行規則第９５条第５号の規定による高等学校入学資格認定検査については、令和８年１

月３０日（金）に市立高等学校で行う。受検希望者は、令和８年１月２３日（金）正午までに、高等学

校長に願い出ること。 

    なお、入学資格認定検査の実施方法については、高等学校長が定めるものとする。 

13 実施上の留意事項 

 (1) 中学校長は、在学者又は出身者が本人の能力、適性、興味及び関心等に応じて、志願学科の選定を

するよう、適切な進路指導を行うこと。 

 (2) 高等学校長は、学力検査等が適切に行われるよう、事前に十分準備しておくこと。 

 (3) 中学校長は、高等学校長に提出した調査書等の内容等について、一切漏えいすることのないよう、

管理に慎重を期するとともに、関係職員を厳重に監督しなければならない。また、高等学校長は、合

否判定の経過及び結果等の状況並びに学力検査等の結果及び中学校長から提出された調査書等の内

容等について、一切漏えいすることのないよう、管理に慎重を期するとともに、関係職員を厳重に監

督しなければならない。 

 (4) 高等学校長は、入学前に行う合格者及び保護者への諸連絡について、合格発表日とは別に日を定め

て行うこと。 

 (5) 中学校長は、合格者の生徒健康診断票（歯の検査票を含む。）を令和８年３月３１日（火）までに、

高等学校長に提出すること。 

   なお、中学校において生徒健康診断票を保存している過年度卒業生（令和３年３月～令和７年３月

中学校卒業者）についても、同様に提出すること。 

 (6)  第８項の実施方法については、高等学校長に別途通知する。 

（7） 実施要項に定めるもののほか、必要な事項は、高等学校長に別途通知する。 

第２ スポーツ推薦 

 スポーツ推薦は、総合ビジネス科で実施する。 

 なお、競技スポーツ種目については、「令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜のスポーツ推

薦実施概要」（別表３）（以下「スポーツ推薦実施概要」（別表３）という。）のとおりとする。 

１ 出願資格 

 (1)  本人及び保護者（親権者、親権者がない場合は未成年後見人。以下同じ。）の住所が和歌山県内に

あるか、入学日までに和歌山県内にあることとする。 
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また、第１第１項に準ずる者のうち、令和７年４月から令和８年３月までの期間に卒業又は卒業見

込みの者とし、かつ、次号の条件を満たすものとする。 

 (2)  次のア及びイの条件を満たす者で、中学校長の推薦を得たものとする。 

  ア  特別活動及び校内外の活動等において優れた点が見られ、生活態度が良好であること。 

イ 当該スポーツ種目において優れた技術、運動能力を有し、３年間継続して活動する強い意志を持

ち、さらに市立高等学校で学ぶ基礎学力を有すること。 

２ スポーツ推薦募集枠 

   硬式野球（男子）１０名程度、ソフトボール（女子）とバスケットボール（女子）の２種目合わせて

５名程度とする。 

３ 志願学科 

   志願者は、総合ビジネス科に限り志願することができる。 

４ 一般出願 

（1） 出願受付期間及び出願先 

受付月日 受付時間 出願先 

令和８年２月１６日（月） 午前９時から正午まで 和歌山県電子申請サービス※１ 

出願は、和歌山県電子申請サービスで受け付ける。 

※１ アクセス手順 

 

 

 

（2） 出願手続 

  ア 志願者の手続 

入学志願者は、次の書類等を在学する中学校長に提出すること。 

なお、他の都道府県から市立高等学校を志願する場合は、「Ⅲ 他の都道府県からの和歌山市立

和歌山高等学校入学志願者等に関する手続について」による。 

   （ア）スポーツ推薦入学願（別記第９号様式） 

   （イ）受検票（別記第２号様式） 

   （ウ）入学考査手数料 

       本出願時、２,２００円を現金で市立高等学校において納付すること。 

    イ 中学校長の手続 

     中学校長は、第４項第２号アの書類の記載事項に誤りのないことを確かめ、一般出願者報告書（別

記第３号様式）※２に必要事項を入力し、別途指定する方法で、和歌山県電子申請サービスから（県）

学校教育局県立学校教育課長に提出すること。 

※２ ダウンロード手順 

   

 

 

 

ウ 注意事項 

 第１第４項第３号に基づく志願先の変更及び第１第５項第２号ア（イ）による本出願からの出願

和歌山県ホームページ → 相談窓口・電子申請・県報 → 電子申請 → 和歌山県電子申請サービスポータル → 

カテゴリー検索（13_教育委員会） → 令和８年度和歌山県立高等学校入学者選抜一般出願 

和歌山県教育委員会ホームページ → 入試・採用・募集 → 入試 → 県立高校入学者選抜 → 令和８年度県立

高校入学者選抜 → 令和８年度和歌山県立高等学校入学者選抜実施要項 → 一般出願者報告書（別記第３号様

式） 



- 11 - 

 

はできない。 

５ 本出願 

（1） 出願受付期間及び場所 

受付月日 受付時間 場所 

令和８年２月２５日（水） 午前９時から午後４時まで 和歌山市立和歌山高等学校 

令和８年２月２６日（木） 午前９時から午後３時まで 和歌山市立和歌山高等学校 

出願は、市立高等学校で受け付ける。 

郵送の場合は、「書留」とし、令和８年２月１９日（木）から２月２５日（水）までの消印のある

ものに限る（受検票等の返信用封筒と切手を同封すること。）。 

なお、郵送の場合は、市立高等学校へあらかじめ電話連絡すること。 

(2) 出願手続   

   ア 中学校長の手続 

       中学校長は、志願者から提出された書類の記載事項に誤りのないことを確かめ、志願者に係る次

の書類（作成は第１第５項第２号イに準じて行う。）を作成し、スポーツ推薦入学願、受検票他、

必要書類とあわせて高等学校長に提出するとともに、入学考査手数料を納付すること。 

    （ア）スポーツ推薦書（別記第１０号様式) 

     （イ）調査書（別記第４号様式) 

    （ウ）副申書（別記第５号様式） 

（エ）学力検査等特別措置願（別記第６号様式） 

（オ）入学考査手数料 

       ２,２００円を現金で市立高等学校において納付すること。 

    イ 高等学校長の手続 

      第１第５項第２号ウに準じて行う。 

６ 学力検査等 

  出願者は、学力検査、面接及びスポーツ実技検査を受けるものとする。 

なお、面接、スポーツ実技検査（以下「スポーツ実技検査等」という。）については、「令和８年度

和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜のスポーツ推薦実施概要」（別表３）のとおりとする。 

 (1) 検査期日と日程 

   学力検査等の期日及び日程は、次のとおりとし、受検者は、学力検査当日午前９時までに検査場所

に集合すること。 

  ア 期日 学力検査        令和８年３月１０日（火） 

        スポーツ実技検査等   令和８年３月１１日（水） 

  イ 日程  次の日程により実施する。 

第１日（学力検査） 

    9:00   9:25     10:15 10:30    11:20 11:35         12:25     13:10          14:00 14:15         15:05 

点呼 

入場 
国語

 休 

憩 
社会 

休 

憩 
数学 (昼食) 理科 

休 

憩 

外国語 

（英語） 
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第２日（面接・スポーツ実技検査） 

9:00  

面接・スポーツ実技検査 

（注）実施時間帯は、高等学校長の指示による。 

(2) 検査場所  

市立高等学校で行う。 

(3) 検査当日の注意 

   ア 受検者は、必ず受検票及び筆記用具を持参し、学力検査受検中は、受検票を机上に置くこと。 

  イ 受検者がやむを得ず遅刻した場合、当該受検者は、高等学校長の許可を得たうえで検査場に入る

こと。 

  ウ スポーツ実技検査等の実施時間帯は、高等学校長の指示するところによるので留意すること。 

エ スポーツ実技検査を受ける者は、高等学校長の指示に従い、受検できる服装等を準備すること。 

オ 受検者がやむを得ない事情で受検できなくなった場合は、第１第８項第４号オに準ずる。 

７ 入学者の選抜 

 (1) 高等学校長は、学力検査、スポーツ実技検査等の結果及びスポーツ推薦書、調査書等を総合して、

厳正、公平かつ適正に入学者の選抜を行うこと。 

 (2) スポーツ推薦で合格しなかった者は、第１第１０項第３号に準じ、一般選抜において合否を判定す

るものとする。 

８ 合格者の発表 

  令和８年３月１８日（水）午前１０時に市立高等学校において掲示する。また、高等学校長は、選考

結果通知書（別記第１１号様式）を中学校長に送付するものとする。ただし、選考結果通知書は、市立

高等学校で作成すること。 

９ 実施上の留意事項 

  第１第１３項に準ずる。 

10 その他の事項 

 (1) 中学校長は、スポーツ推薦にあたり、厳正、公平かつ適正を期するため、推薦委員会を設けること。 

 (2) 高等学校長は、スポーツ実技検査等の円滑な実施と選考の厳正、公平かつ適正を期するため、ス  

ポーツ推薦選抜委員会を設けること。 

 (3) 前各項のほか、スポーツ推薦に関し必要な事項は、「第１ 一般選抜」各項の規定を準用する。 
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第３ 追募集 

 追募集は、合格者が募集定員に満たない学科で実施する。 

１ 出願資格 

  出願資格は、第１第１項に定めるとおりとする。ただし、既に和歌山県内の公立高等学校に合格して

いる者、特別支援学校高等部に進学が決定している者及び再学力検査の受検を許可されている者を除く。 

２ 追募集枠 

  追募集枠の通知は、次の各号により行う。 

(1) （県）学校教育局県立学校教育課及び（市）学校教育課において、追募集枠一覧表を令和８年３月 

１８日（水）午後２時に掲示する。 

   なお、掲示場所については、（県）学校教育局県立学校教育課及び（市）学校教育課に問い合わせ

ること。 

 (2) 中学校長には、和歌山市教育委員会を通じて通知する。 

３ 出願受付期間及び場所 

   出願受付期間は、次のとおりとし、市立高等学校で受け付ける。 

令和８年３月２４日（火） 午前９時から午後４時まで 

４ 出願手続 

 (1) 志願者の手続 

   入学志願者は、次の書類等を在学又は出身校の中学校長に提出すること。ただし、中学校在学及び

卒業の者以外の志願者については、次の書類のほかに高等学校入学資格を証する書類を添付し、直接、

高等学校長に提出すること。 

  ア 入学願（別記第１２号様式） 

  イ 受検票（別記第２号様式） 

  ウ 入学考査手数料 

    全日制課程２,２００円、定時制課程９５０円を現金で市立高等学校において納付すること。 

 (2) 中学校長の手続 

   中学校長は、前号の書類の記載事項に誤りのないことを確かめ、調査書（別記第４号様式）及び必

要に応じて副申書（別記第５号様式）、学力検査等特別措置願（別記第６号様式）を作成し、入学願、

受検票他、必要書類とあわせて高等学校長に提出するとともに、入学考査手数料を現金で納付するこ

と。 

 (3) 高等学校長の手続 

    第１第５項第２号ウに準じて行う。 

 (4) 注意事項 

  ア 第１第３項第２号により志願する者は、入学願の「志願学科」の欄に志望順位別に学科名を記入

すること。 

  イ 令和８年３月中学校卒業見込みの者以外の志願者は、入学願の「卒業後の状況」の欄に最終学校

卒業後の履歴等を記入すること。 

５ 学力検査等 

  出願者は、令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者追募集学力検査（以下「追学力検査」という。）

及び面接を受けるものとする。   

ただし、令和８年３月中学校卒業見込みの者以外の出願者には、追学力検査、面接終了後、別途、面
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接を実施するものとする。 

  実施内容については、「令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜の実施概要（追募集）」（別

表４）のとおりとする。 

 (1) 追学力検査と配点 

  ア 追学力検査 

    総合問題とする。総合問題の対象教科は、国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）とする。 

  イ 配点 

    総合問題は１００点満点とする。 

 (2) 検査期日と日程 

   追学力検査等の期日及び日程は、次のとおりとし、受検者は、追学力検査当日午前９時までに検査

場所に集合すること。 

  ア 期日 令和８年３月２６日（木） 

  イ 日程 次の日程により実施する。 

      9:00           9:25             10:25    10:40 

点呼入場 
追学力検査 

（総合問題）
 

休 

憩 
面接 

（3) 検査場所  

   市立高等学校で行う。 

 (4)  検査当日の注意 

  ア 受検者は、必ず受検票及び筆記用具を持参し、追学力検査受検中は、受検票を机上に置くこと。 

  イ 受検者がやむを得ず遅刻した場合、当該受検者は、高等学校長の許可を得たうえで検査場に入る

こと。 

ウ 面接の実施時間帯は、高等学校長の指示するところによるので留意すること。 

６ 定時制課程における満２０歳以上特別措置 

第１第９項に準じて行う。 

７ 入学者の選抜 

  高等学校長は、追学力検査、面接等の結果及び調査書等を総合して、厳正、公平かつ適正に入学者の

選抜を行うこと。 

８ 合格者の発表 

  令和８年３月３０日（月）午前１０時に市立高等学校において掲示する。 

９ 実施上の留意事項 

 (1) 中学校長は、合格者の生徒健康診断票（歯の検査票を含む。）を令和８年４月１日（水）までに、

高等学校長に提出すること。 

   なお、中学校において生徒健康診断票を保存している過年度卒業生（令和３年３月～令和７年３月

中学校卒業者）についても、同様に提出すること。 

 (2) 高等学校長は、入学前に行う合格者及び保護者への諸連絡については、受検者等に十分配慮して行

うこと。 

 (3) 前各項のほか、追募集に関し必要な事項は、「第１ 一般選抜」各項の規定を準用する。 
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第４ 再学力検査 

 再学力検査は、一般選抜で再学力検査受検許可書を交付した場合、追募集と同期日、同日程で実施する。 

１ 受検資格 

  一般選抜に出願し、第１第８項第４号オにより、再学力検査受検許可書の交付を受けた者とする。 

２ 学力検査等 

  第３第５項に準じて行う。 

３ 入学者の選抜 

  第１第１０項及び第３第７項に準じて行い、再学力検査の受検者が有利又は不利になることのない 

よう十分配慮すること。 

４ 合格者の発表 

  第３第８項に準じて行う。 

５ 実施上の留意事項 

  前各項のほか、再学力検査に関し必要な事項は、「第３ 追募集」各項の規定を準用する。 

 



別記第１号様式（第１第４項関係） 
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（表） 

入  学  願 
（一般選抜出願用）  

     

  

貴校      課程への入学を志願します。  

 

 

令和   年   月   日 

 

 

和歌山市立和歌山高等学校長 様 

 

 

本人
（ふり

氏名
がな）

（自署）  

 

平成   年   月   日生 

 

保護者氏名
（ふりがな）

（自署）                               

 

志願学科 

（第２志望がない場合は

斜線をいれること）  

第１志望   第２志望  

 

本  

  

 

   

人  

現 住 所 

〒   － 

 

電 話 番 号       （    ） 

学 業 
令和 

平成 
年   月   日       学校 

 

卒業見込み  

卒業 

卒業後の状況  

保  

 

護  

 

者  

現 住 所 

〒   － 

 

本人との続柄 

 

 

全日制 

定時制 

（注）１  課程別等は、該当するものを〇で囲むこと。  

２  志願者が成年年齢に達しているときは、「保護者氏名（自署）」及び「保護者」の欄の記入は要しない。  

（      分校） 
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（裏） 

一般出願できなかった場合、その理由を記入すること。（第１第５項第２号ア（イ）関係） 

学校長等副申（上記に記載した場合のみ記入すること。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

      学 校 名  

      校 長 氏 名               印  

 



（裏） 

受検上の留意事項 

 

１ 受検場所へは、時間にゆとりをもって行き、途中、交通事故などに 

十分注意する。 

２ 遅刻の理由その他について、正当と認められる場合はそれ以後受検 

することができるので、万一遅刻する場合は、あらかじめ高等学校長 

に届けておき到着後受検したい旨を申し出る。 

３ 検査前に受検上の注意事項の説明があるので、よく聴いて間違いの 

ないようにする。 

４ 受検票は、学力検査受検中必ず机の上に置いておく。 

５ 問題冊子、解答用紙とも必ず受検番号を記入する。 

６ どの教科を受検する場合でも机の上には鉛筆（シャープペンシルも 

可）等の筆記用具だけを用意する。 

７ 問題の印刷が悪くてわからないときは、黙って手を挙げ、許可を受 

けてから質問する。だだし、問題の内容については、質問できない。 

８ 面接を受ける場合、受検票は、面接開始時に面接委員に提示する。 

 

 

 

一般選抜日時 

スポーツ推薦日時 

学力検査 

 令和８年３月１０日（火）午前９時から 

面接・実技検査等 

 令和８年３月１１日（水） 

 

追 募 集 日 時 令和８年３月２６日（木）午前９時から 

 

 

 

 

（表） 

受   検   票 

※ 受 検 番 号 
 

志  願  校 志 願 学 科 

和歌山市立和歌山高等学校 
 

（ふ り が な） 

氏     名 

 

生 年 月 日 平成   年   月   日生 

現  住  所 
 

学  校  名 学校  

卒 業 年 月 日 
令和 

平成 
  年   月   日 

卒業見込み 

卒業 

備 
 
 

考 

 ※ 

受 

付 

印 

 

（注）※印は、高等学校において記入すること。 

別
記
第
２
号
様
式
（
第
１
第
４
項
、
第
２
第
４
項
、
第
３
第
４
項
関
係
）

 

 

 

（      分校） 



別記第３号様式（第１第４項、第２第４項関係）

和歌山県教育庁学校教育局県立学校教育課長　様

学 校 名

校長氏名

一般出願者を下記のとおり報告します。

合計人数

番号 出願者氏名 出願先の高等学校 学科名（コース等） 課程 選抜方法 競技スポーツ名 全国募集枠

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(注)１　一般選抜とスポーツ推薦は同じシートで作成すること。
 　 ２　スポーツ推薦出願者については、希望する競技スポーツ名を記入すること。

一 般 出 願 者 報 告 書

（一般選抜・スポーツ推薦）

令和　　　年　　　月　　　日

記



別記第４号様式（第１第５項、第２第５項、第３第４項関係）　

学年

観

点

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

①

区分 ②

学年 ③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和　　年　　月　　日

学 校 校長氏名

令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者調査書

受検番号 記入責任者氏名

志　　　願　　　者 各 　教　 科　 等　 の 　学 　習 　の　 記 　録

(ふりがな)
性 別 教

　
　
科

観点別学習状況 評　定

3 1 2 3

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

氏 名 学　　年 学　　年

1

平成　　年　　月　　日生 1 2

現住所

国
語

卒　業
令和
３３３３年 　月 　日
平成

卒業見込み

卒　　　業

生徒成績
一覧表の

番号

2

3

社
会編入学

転入学

令和
３３３３年 　月 　日
平成

編 入 学

転 入 学

欠　席　等　の　状　況

数
学

1

欠席
日数

備　　　　考

理
科

特別活動に関する特記事項

2

3

音
楽

健康の状況に関する特記事項

校内外の活動等に関する特記事項

美
術

部活動等

保
健
体
育

総　　　合　　　所　　　見

技
術
・
家
庭

資格・
特技等

ボラン
ティア
活動等

合　　　　計

外
国
語

印

Ｂ４判
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副   申   書 

 

                                               令和   年   月   日 

 

 和歌山市立和歌山高等学校長 様 

 

学 校 名 

校長氏名               

 

 

 志願者氏名               平成  年  月  日生 

 

                 志願学科名                 

 

 上記の志願者について、下記のとおり副申します。 

 

記 
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学力検査等特別措置願 

 

                                                    令和  年  月  日 

 

 和歌山市立和歌山高等学校長 様 

 

                           学 校 名 

 

                                        校長氏名              

 

 

 志願者氏名              平成  年  月  日生 

  

                     志願学科名              

 

 上記の志願者について、下記の理由により、特別の措置をお願いします。 

 

記 

 

（障害の程度（○○デシベル等）や日本語理解の程度及び学校の授業時に講じた措置等 

を具体的に記入すること。） 



 

別記第７号様式その１（第１第８項、第２第６項関係） 
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再 学 力 検 査 受 検 願 

 

令和  年  月  日  

 

和歌山市立和歌山高等学校長  様  

 

学 校 名              

校長氏名              

 

下記の理由により、再学力検査を受検させていただくようお願いします。  

記  

 

 
受検番号  志願者氏名  

 

 理由  

 

 

 

 

 

   

切取線（切り取らないで提出する。）  

 

別記第７号様式その２（第１第８項、第２第６項関係）  

再学力検査受検許可書  

 

令和  年  月  日  

 

学校長 様  

 

和歌山市立和歌山高等学校  

校長氏名                        □印  

 

下記の者に、追募集と同日程で行われる再学力検査の受検を許可します。  

 

記  

 

受検番号                  志願者氏名  

 

 



別記第８号様式（第１第９項、第３第６項関係） 
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定時制課程満２０歳以上特別措置申請書  

 

令和   年   月   日  

 

 和歌山市立和歌山高等学校長  様  

 

           本人

（ふり

氏名

がな）

（ 自 署 ）             

 

 

平成  

年   月   日生  

昭和  

 

志願学科名  

 

 令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項第１第９項に

より、定時制課程満２０歳以上特別措置の適用を申請します。  

 



別記第９号様式（第２第４項関係） 
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ス ポ ー ツ 推 薦 入 学 願 

 

 

 貴校、総合ビジネス科へのスポーツ推薦による入学を志願します。  

令和  年  月   日  

和歌山市立和歌山高等学校長  様  

本人
（ふり

氏名
がな）

（自署）  

 

平成   年   月   日生  

保護者氏名
（ふりがな）

（自署）  

志願学科  総合ビジネス科  

希 望 す る 競 技 ス ポ ー ツ 名   

 

志願の動機、理由  

 

 

本  

 

    

人  

現 住 所  

 〒   －  

 

電 話 番 号        （    ）  

学 業  令和   年   月   日         学校 卒業見込み  

保

護

者  

現 住 所  

〒   －  

 

本人との続柄   

 

（      分校） 
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     ス ポ ー ツ 推 薦 書 

 

令和  年  月  日  

 

和歌山市立和歌山高等学校長 様 

 

学 校 名 

校長氏名                           

 

 

   下記の者は、貴校スポーツ推薦入学者として適当と認め、推薦します。 

   また、主な実績等は事実に相違ないことを証明します。 

 

記 

 

氏  名                              平成   年   月   日生 

 

志 願 学 科 総合ビジネス科 

希望する競技スポーツ名  

 

主な実績 

競技スポーツ名 大会名等 年・月・日 種目・成績等 

    

    

    

    

    

    

    

    

活動状況 

 

 

 

 

(注)１ 「主な実績」欄は、顕著なものについて記入すること。 

   ２ 「活動状況」欄には、レギュラーか否か、ポジション等日頃の活動内容等を記入すること。 

    ３ 「受検番号」欄は記入しないこと。 

受検番号 

 

 



別記１１号様式（第２第８項関係） 
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令和    年    月    日  

 

             学校長 様  

 

 

                 和歌山市立和歌山高等学校  

                 校長氏名              印  

 

 

選考結果通知書 
 

 

  貴校からのスポーツ推薦の出願者について、下記のとおり決定したので通知します。  

 

記  

 

 

課程名  志願学科名  受検番号  氏   名  
選考結果  

備  考  

合  否  

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

（注）「選考結果」は、合格の場合には「合」の欄に、不合格の場合には「否」の欄に〇を記入する

こと。 



別記第１２号様式（第３第４項関係） 
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入  学  願 
（追募集出願用）  

     

  

貴校      課程への追募集による入学を志願します。  

 

 

令和   年   月   日 

 

 

和歌山市立和歌山高等学校長 様 

 

 

本人
（ふり

氏名
がな）

（自署）  

 

平成   年   月   日生 

 

保護者氏名
（ふりがな）

（自署）                               

 

志願学科 

（第２志望がない場合は

斜線をいれること）  

第１志望   第２志望  

 

本  

  

 

   

人  

現 住 所 

〒   － 

 

電 話 番 号 
     

学 業 
令和 

平成 
年   月   日       学校 

卒業見込み  

卒業 

卒業後の状況  

保  

 

護  

 

者  

現 住 所 

〒   － 

 

本人との続柄 

 

 

 

全日制 

定時制 

（注）１  課程別等は、該当するものを〇で囲むこと。  

２  志願者が成年年齢に達しているときは、「保護者氏名（自署）」及び「保護者」の欄の記入は要しない。  

 

 

（      分校） 

（    ） 
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Ⅱ 令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者 

調査書等の作成について 

                                             

１ 調査書の作成 

  令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者調査書（以下「調査書」という。）のうち、「志

願者」、「各教科等の学習の記録」、「欠席等の状況」、「特別活動に関する特記事項」及び「校内

外の活動等に関する特記事項」欄は、「中学校生徒指導要録」の記載事項に基づき記入すること。ま

た、「健康の状況に関する特記事項」欄は、令和８年３月中学校、義務教育学校又はこれに準ずる学

校（以下「中学校」という。）卒業見込みの入学志願者に限り記入することとし、生徒健康診断票（歯

の検査票を含む。）の記載事項に基づき記入するほか、次の事項に留意して作成すること。 

  なお、調査書の作成の期日については、令和８年２月６日（金）現在とする。 

(1) 受検番号は高等学校において記入すること。 

 (2) 記入責任者は、原則として当該生徒の学級担任とすること。 

 (3) 「志願者」の欄について 

   ア「性別」欄は、男女の別を記入すること。 

  イ「生徒成績一覧表の番号」欄は、当該志願者の番号を記入すること。 

   （例えば、２組１８番であれば、２－１８と記入する。） 

  ウ「卒業」欄の卒業見込み、卒業の別は、該当するものを○で囲むこと。 

  エ「編入学・転入学」欄の編入学、転入学の別は、該当するものを○で囲むこと。 

 (4) 「各教科等の学習の記録」の欄について 

  ア「観点別学習状況」欄は、「中学校生徒指導要録」に記載されている評価の「Ａ」及び「Ｃ」を

記入し、「Ｂ」の場合は空欄とすること。ただし、第３学年の記入については、令和８年２月６

日（金）現在における評価とすること。 

    なお、各教科の①、②、③、④及び⑤の欄は、文部科学省から示された「中学校生徒指導要録」

   の様式に記載されている順序による観点の項目とする。観点の項目のない学年には、斜線を引く

   こと。 

  イ「評定」欄について 

    第１・第２学年については、「中学校生徒指導要録」に記載されている各教科の５段階評定を

   記入すること。 

    また、第３学年については、令和８年２月６日（金）現在での５段階評定を記入すること。 

  ウ「合計」欄について 

    学年ごとに全教科の評定を合計して記入すること。 

 (5) 「総合的な学習の時間の記録」欄について 

    各学校において作成された評価の観点に基づき、生徒のよい点や進歩の状況などを踏まえ、生

徒にどのような力が身に付いたかを文章で記載すること。 

 (6)  「欠席等の状況」の欄について 

   ア「第３学年」欄は、令和８年２月６日（金）現在で記入すること。 

   イ「備考」欄には、主な欠席理由とその日数について記入すること。特に記入事項のない場合には、

斜線を引くこと。（以下(7)から(9)も同様。） 
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 (7)  「健康の状況に関する特記事項」欄について 

     志願者の健康の状況に関して特に配慮すべきことがある場合のみ、具体的に記入すること。 

 (8)  「特別活動に関する特記事項」欄について 

顕著な特徴が見られる場合、生徒の長所に着目して、その事実について具体的に記入すること。 

 (9)  「校内外の活動等に関する特記事項」の欄について 

     「部活動等」、「ボランティア活動等」及び「資格・特技等」に関し、その事実について具体

的に記入すること。 

  ア「部活動等」欄について 

    部活動における活動状況について、その事実について具体的に記入すること。 

   （ア）大会等の実績を有する場合は、その大会等の正式名称と主催団体等を記入すること。 

    ［記載例］ 

     ・バレ―ボール部に所属し、○○年度□□近畿大会（▽▽主催）に出場 

   （イ）普段の活動状況を具体的に記入すること。 

    ［記載例］ 

     ・バスケットボール部において、１年生の時からレギュラーメンバー入りを目指して練習に

励み、３年生ではレギュラーメンバー入りを果たした。 

・吹奏楽部の部長として部員をまとめるとともに、トランペットを担当し、３年生の時は、

パートリーダーとして後輩の指導等を熱心に行った。 

  イ「ボランティア活動等」欄について 

ボランティア活動及び善行等について、その事実を具体的に記入すること。 

    ［記載例］ 

     ・福祉施設を定期的に訪問し、社会福祉団体から感謝状を受けた。 

  ウ「資格・特技等」欄について 

    各種公的団体等によって段級位等の資格を受けた者及びそれに準ずる特技のある者について、

具体的に記入すること。特に、資格等については、認定団体も記入すること。 

   ［記載例］ 

    ・柔道初段（講道館）、珠算２段（全国珠算教育連盟）、英語検定３級（日英検協会）、 

ギターの演奏 

 (10)  「総合所見」欄について 

    入学者選抜及び高校教育を受けるにあたって特に配慮を要すること、並びに生徒の将来の進路

に対する希望等について、生徒の優れている点や長所、進歩の状況などを積極的に評価し、総合

的に記入すること。 

 (11)  中学校長は、「中学校生徒指導要録」及び「生徒健康診断票」の記載事項と照合するなどして、

調査書の記入事項が事実に相違ないことを確認のうえ、証明すること。 
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２ 生徒成績一覧表の作成 

  生徒成績一覧表（別紙様式１）は、次の事項に留意し、令和８年２月６日（金）現在において、第

３学年の生徒全員について学級単位で作成し、令和８年２月２６日（木）までに（市）学校教育課長

に提出すること。 

郵送の場合は、「書留」とし、令和８年２月２６日（木）までの消印のあるものに限る。 

なお、郵送の場合は、（市）学校教育課へあらかじめ電話連絡すること。 

 (1)    ／   には総学級数のうち何組目かわかるように記入する。 

（例えば、３学級あり、そのうち２組目であれば ２／３ と記入する。） 

 (2) 特別支援学級は、１学級と数える。知的障害特別支援学級と自閉症・情緒障害特別支援学級があ

る場合は、それぞれ１学級と数える。 

(3) 「番号」欄には、学級の生徒全員の通し番号を記入する。 

 (4) 「教科」の各欄には、学級の生徒全員の第３学年の評定を記入する。 

(5) スポーツ推薦出願者の「備考」欄には、「スポ推出願」と記入する。  

(6) 調査書の「生徒成績一覧表の番号」欄には、当該志願者の番号を記入する。 

   （例えば、２組１８番であれば、２－１８と記入する。） 

３ 特別支援学級在籍生徒の入学志願者調査書及び生徒成績一覧表の作成 

(1) 特別支援学級独自の評価規準で評価を行った場合は、教科の評定の数字を○で囲み記入する。な

お、文章による評価を行った場合は、「評定」欄は空欄とし、その旨を入学志願者調査書において

は「総合所見」欄に、生徒成績一覧表においては「備考」欄に記入する。 

(2) 自立活動の評価において、特記すべき事項がある場合、「総合所見」欄に記入すること。 

 



別紙様式１

学 校 名

校長氏名

国 語 社 会 数 学 理 科 音 楽 美 術
保 健
体 育

  技術・
家庭

外国語 備    考

（注）　スポーツ推薦出願者の「備考」欄には、「スポ推出願」と記入すること。

生　徒　成　績　一　覧　表

学級の生徒数　　　　名　

（令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜用）

印

／

教 科

番 号

１



別紙様式１

国 語 社 会 数 学 理 科 音 楽 美 術
保 健
体 育

  技術・
家庭

外国語 備    考

（注）　スポーツ推薦出願者の「備考」欄には、「スポ推出願」と記入すること。

（令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜用）

学級の生徒数　　　　名　

生　徒　成　績　一　覧　表
番号教 科

／

教 科

番 号

２
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Ⅲ 他の都道府県からの和歌山市立和歌山高等学校 

  入学志願者等に関する手続について 

 

１ 他の都道府県（以下「他府県」という。）から市立高等学校を志願する者の手続について 

 (1) 市立高等学校全日制課程への志願者 

他府県から市立高等学校全日制課程に入学を志願する者で､本人及び保護者の住所が和歌山県内

にあるか、入学日までに和歌山県内に居住が確実な者は、出願にあたって、和歌山市教育委員会（以

下「市教育委員会」という。）の許可を受けなければならない。 

 (2) 申請手続 

該当者は、次に示す書類を、原則として令和７年１２月２５日（木）から令和８年１月１５日（木）

までに（市）学校教育課長に提出しなければならない。 

  ア 受検許可願（別記第１号様式） 

※裏面の中学校長副申書並びに所管の教育委員会教育長の証明を得ること。 

  イ 誓約書（別記第２号様式） 

 (3) 受検許可 

   市教育委員会は提出された書類の審査を行い、受検が許可された者に対しては、受検許可書を発

行する。 

 (4) 市立高等学校定時制課程への志願者 

   他府県から市立高等学校定時制課程に入学を志願する者は、和歌山県内に居住又は勤務すること

を証明する資料（事業主雇用証明書等）を入学願提出時に添付し、高等学校長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 海外から市立高等学校を志願する者の手続について 

  海外に居住し、市立高等学校に入学を志願する者は、入学日までに和歌山県内に居住が確実であり、

市教育委員会の許可を受けた者でなければならない。 

なお、特別な事由により、保護者と和歌山県内に居住できない場合は、その旨の許可も受けること。 

 (1) 申請手続 

   該当者は、次に示す書類を、原則として令和７年１２月２５日（木）から令和８年１月１５日（木）

までに（市）学校教育課長に提出しなければならない。 

   ア 受検許可願（別記第１号様式） 

   イ 海外に居住することを証明する書類（日本大使館や総領事館発行の在留証明書等） 

    ウ 誓約書（別記第２号様式） 

 (2) 受検許可 

    市教育委員会は提出された書類の審査を行い、受検が許可された者に対しては、受検許可書を発

行する。 

３ 留意事項 

 (1) 手続きを希望する者は、事前に（市）学校教育課に電話連絡すること。 

 (2) 別記様式については、（市）学校教育課において交付する。 

 (3) 申請時に係る書類等の提出にあたっては、次のことに留意するものとする。 
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ア 申請時に係る書類等は、保護者又はこれに代わる者が直接持参するものとする。ただし、他府

県からの志願者等、申請時の住所が著しく遠隔地にある場合は、（市）学校教育課長の許可を得

て、郵送とすることができる。 

イ 審査結果の連絡のため、返信用封筒（長形３号に宛先を明記し、特定記録郵便で返信のため、 

３２０円切手をはること。）を必ず添付するものとする。 

 (4) 許可された申請者は、受検許可書を市立高等学校に入学願を提出する際に必ず添付すること。 

 (5) 申請期間以後の保護者の転勤等、特別な事情が生じた場合は、（市）学校教育課長と協議するこ

とができる。 

 (6) 他府県からの志願者に関わって中学校長から高等学校長に提出する調査書等については、「Ⅰ 

令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜（全日制課程・定時制課程）実施要項」第１第６

項によるものとする。 

 

 



別記第１号様式（第１項、第２項関係） 
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（表） 

受 検 許 可 願 
 

令和   年   月   日 

和歌山市教育委員会教育長 様 

 

本人
（ ふ り

氏名
が な ）

（自署） 

平成   年   月   日 生 

保護者
（ ふ り

氏名
が な ）

（自署）              

 

 

和歌山市立和歌山高等学校へ出願したいので、許可くださるよう関係書類を添えてお願

いします｡ 

 

 

記 

 

１ 本 人 現 住 所  

２ 保 護 者 の 現 住 所  

３ 連 絡 先 ＴＥＬ（     ）    － 

４ 本人と保護者との関係  

５ 出身又は在学学校名  

特別事情に関する説明（和歌山県に在住する理由等がわかるように具体的に書くこと。） 

（注）志願者が成年年齢に達しているときは、「保護者氏名（自署）」の欄の記入は要しない。 
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（裏） 

 

学 校 長 副 申 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

         学 校 名 

         校長氏名             印 

 

 

教 育 委 員 会 証 明  

 

 

 上記の願いについては、その事情が正当なものと認めます。 

 

 

  令和   年   月   日 

 

               教育委員会名 

               教育長氏名              印 
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誓  約  書 
 

令和   年   月   日 

 

 和歌山市教育委員会教育長 様 

 

生 徒
（ ふ り

氏 名
が な ）

（自署） 

 

 

保護者

（ ふ り

氏名

が な ）

（自署）              

 

 

 

 下記のとおり居住することに相違ありません｡ 

 万一、下記事実に反するような場合、入学を取り消されても異議がありません。 

 

 

 

記 

 

 

 

  １ 現在の住所（現在住民登録をしている住所） 

 

 

 

 

 

 

  ２ 令和８年４月以降の住所（入学日に住民登録をしている住所） 
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Ⅳ 和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜学力検査等に 

     係る帰国生徒取扱い 

 

１ 定義 

  「帰国生徒」とは、日本国籍を有する者で、海外に所在する機関、事業所等に勤務するか又は海外

 において研究・研修を行うこと等を目的として日本を出国し、海外に在留していた者又は現在なお在

 留している者の子供等で、原則として引き続き２年を超える期間海外に在留していた子供をいう。 

２ 取扱い 

 (1) 上記の帰国生徒にあたる者で、本人のもつ能力が十分発揮されていないと考えられる相当の根拠

  のあるものについては、次のいずれかの手続きを行うこと。 

  ア 日本の中学校を卒業した者又は在籍している者については、出身中学校長が、令和８年度和歌

山市立和歌山高等学校入学志願者協議書（以下「協議書」という。）（別記第１号様式）を作成

し、高等学校長宛て親展で原則として令和８年２月１２日（木）までに提出すること。 

イ 現在海外に在留している者については、保護者が、協議書（別記第１号様式）を作成し、高等 

学校長宛て親展で原則として令和８年２月１２日（木）までに提出すること。 

 (2) 高等学校長は、出身中学校長又は保護者からの協議書を検討したうえで、令和８年度和歌山市立

高等学校入学志願者受検協議書（別記第２号様式）を作成し、（市）学校教育課長宛てに、原則と

して、令和８年２月１８日（水）までに提出すること。 

 (3) （市）学校教育課長が承認した場合、高等学校長は、入学者選抜学力検査の成績等を勘案し、募集

  定員を超えて入学を許可することができる。 

３ 対象者 

  帰国した日から原則として２年以内に和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜に係る学力検査等を

受検する帰国生徒に適用する。 
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令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者協議書 

 

                                              令和   年   月   日 

 

 和歌山市立和歌山高等学校長 様 

 

                    学 校 名               

 

                                        校長氏名               

 

 

  
（ ふ り が な ）

志願者氏名              平成   年  月  日生 
 

 

   志願学科名 

 

   上記の者を、下記の理由により「和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜学力検査等 

 に係る帰国生徒取扱い」に基づく受検生として承認してくださるようお願いします。 

 

 記 

 

  （本人のもつ能力が十分発揮されていないと考えられる理由、指導措置及び現在の 

  状況等を記入すること。） 
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令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学志願者受検協議書 

 

                                              令和   年   月   日 

 

 和歌山市教育委員会 

 学校教育課長  様 

 

                     和歌山市立和歌山高等学校 

 

                                        校長氏名               

 

 

  
（ ふ り が な ）

志願者氏名              平成   年  月  日生 
 

 

   出身学校名 

 

  志願学科名 

 

    上記の者を、下記の理由により「和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜学力検査等 

  に係る帰国生徒取扱い」に基づく受検生として承認してよろしいか、お伺いします。 

 

 記 

 

  （本人のもつ能力が十分発揮されていないと考えられる理由、指導措置及び現在の状 

  況等を記入すること。） 
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Ⅴ 和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜 

学力検査得点の情報提供について 

 

                         

 和歌山市個人情報保護条例（平成１２年和歌山市条例第１２７号）第２５条の規定による

開示請求の特例に基づき、「和歌山市教育委員会が保有する個人情報に係る開示請求の特例

に関する事務取扱要綱」が定められたので、和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜学力検査

に係る情報提供を次のとおり実施する。 

                                              

１ 情報提供する内容 

 (1)  一般選抜における学力検査の教科別得点及び合計得点 

 (2)  スポーツ推薦における学力検査の教科別得点及び合計得点 

 (3) 追募集及び再学力検査における学力検査の得点 

２ 情報提供請求できる者 

     受検者本人 

３ 情報提供請求の受付期間及び受付時間 

 (1) 受付期間 

      合格発表の翌日から起算して１月間 

 (2) 受付時間 

   全日制課程は午前９時から午後４時まで、定時制課程は午後２時から午後６時まで。

ただし、土曜日、日曜日、祝日及び学校の休日を除く。 

   なお、電話又は郵送による情報提供請求は受け付けない。 

４ 情報提供請求及び情報提供の場所 

     和歌山市立和歌山高等学校 

５ 本人確認のため提示を求める書類 

 (1)  受検票 

 (2)  本人であることを確認できるもの（生徒証、健康保険証、住民票等） 

６ 情報提供の方法 

   高等学校長は、受検者本人であることを確認したうえ、請求のあった個人情報を、情報

提供する内容を転記した書面の交付により即時に情報提供する。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅵ  別   表 
 

（別表１～４） 



 



（別表１）

割合
傾斜
評価

割合
傾斜
配点

割合 内容

総合ビジネス科 ビジネスやコンピュータの分野に興味関心を持ち、各専門分野に意欲的に取り組む生徒を募集します。 30% 70%

デザイン表現科 デザイン・美術などの表現活動に興味を持ち、各専門分野での学習に意欲的に取り組む生徒を募集します。 30% 美2倍 50% 20% 実技

普通科 学習意欲が高く、大学進学を中心とした進路の実現に向けて努力する生徒を募集します。 30% 70%

ビジネス実践科
勤労と勉学を両立させようとする強い意志を持ち、将来社会で活躍できる基礎知識を得ようとし、意欲的かつ
積極的に学習に取り組む生徒を募集します。

50% 50%

ビジネス情報科
勤労と勉学を両立させようとする強い意志を持ち、コンピュータ等のICTに関する学習に興味があり、意欲的
かつ積極的に学習に取り組む生徒を募集します。

50% 50%

（別表２）

総合ビジネス科

デザイン表現科 　鉛筆による簡単な素描を実施する。（検査時間50分）

普通科

ビジネス実践科

ビジネス情報科

全日制

定時制

定時制

全日制

          令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜の実技検査等

          令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜選考基準

課　程 学科名 求める生徒像

割　合

調査書 学力 検査 面接・実技検査等



（別表３）

≪全日制≫

調査書

硬式野球
(男子)

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
（女子）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
（女子）

（別表４）

≪全日制≫

≪定時制≫

保健体育
を２倍

令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜のスポーツ推薦実施概要

スポーツ推薦

学科名
競技

ｽﾎﾟｰﾂ名

検 査 内 容 学力検査
学力
検査

面接 面接内容 面接時間 共通実技 種目別実技 傾斜評価 傾斜配点

①キャッチボール
②ロングティー
③ピッチングまたは捕球・返球
（雨天時は体育館にて①②③を実施）

令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜の実施概要（追募集）

総合ビジネス科 ○ ○ 集団面接 １５分程度

①反復横
とび

②ハンド
  ボール

投げ

学科名
追募集
検査内容

学力検査 面接

ビジネス情報科 ○ ○

普通科 ○ ○

学科名

追募集

検査内容

学力検査 面接 作文

①対面パス
②ドリブルシュート
③シュート（５か所）

ビジネス実践科 ○ ○

デザイン表現科 ○ ○

①捕球（ソフトボール使用）
②ティーバッティング（ソフトボール使用）
③ベースランニング
（雨天時は体育館にて①とティーバッティング
（バドミントン用シャトル使用）、塁間走（27.43
　ｍ）を実施）

備考
総合ビジネス科 ○ ○
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令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜日程表 

 

１ 全日制課程・定時制課程 

 (1)  一般選抜・スポーツ推薦 

事  項 期   日 （期  限） 

一 般 出願 受 付  

（和歌山県電子申請サービス） 

令和８年２月１６日（月）正午まで 

（第１第４項第２号アのただし書きに該当する者） 

令和８年２月１６日（月）午後４時まで 

本 出 願 受 付  
令和８年２月２５日（水）午後４時まで 

    ２月２６日（木）午後３時まで 

学 力 検 査 等  令和８年３月１０日（火） 

面接・実技検査等 令和８年３月１１日（水） 

合 格 発 表  令和８年３月１８日（水）午前１０時 

 

 (2)  追募集 

事  項 期   日 （期  限） 

出 願 受 付  令和８年３月２４日（火）午後４時まで 

学 力 検 査 等  令和８年３月２６日（木） 

合 格 発 表  令和８年３月３０日（月）午前１０時 

 

 (3) 再学力検査  

事  項 期   日 （期  限） 

届 出 受 付 令和８年３月１７日（火）正午まで 

学 力 検 査 等 令和８年３月２６日（木） 

合 格 発 表 令和８年３月３０日（月）午前１０時 
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２ 他の都道府県からの和歌山市立和歌山高等学校入学志願者等に関する手続 

事  項 期   日 （期  限） 

申 請 手 続 

令和７年１２月２５日（木）～令和８年１月１５日（木） 

申請方法、必要書類等については、（市）学校教育課に電話で問い

合わせること 

 

３ 「帰国生徒」の和歌山市立和歌山高等学校入学志願者に関する手続 

事  項 期   日 （期  限） 

申 請 手 続 

令和８年２月１２日（木）まで 

（出身学校長又は保護者から市立高等学校長に申請） 

令和８年２月１８日（水）まで 

（市立高等学校長から（市）学校教育課長に申請） 

 



日 曜 日 曜 日 曜

1 木 元日 1 日 1 日

2 金 2 月 2 月

3 土 3 火 3 火

4 日 4 水 4 水

5 月 5 木 5 木

6 火 6 金 6 金

7 水 7 土 7 土

8 木 8 日 8 日

9 金 9 月 9 月

10 土 10 火 10 火 一般選抜・スポーツ推薦（学力検査）

11 日 11 水 建国記念の日 11 水 一般選抜・スポーツ推薦（面接・実技検査等）

12 月 成人の日 12 木 12 木

13 火 13 金 13 金

14 水 14 土 14 土

15 木 15 日 15 日

16 金 16 月 一般出願受付（正午まで） 16 月

17 土 17 火 17 火 再学力検査受検願受付（正午まで）

18 日 18 水 18 水 合格発表（１０時）

19 月 19 木 19 木

20 火 20 金 20 金 春分の日

21 水 21 土 21 土

22 木 22 日 22 日

23 金 23 月 天皇誕生日 23 月

24 土 24 火 24 火 追募集出願受付（１６時まで）

25 日 25 水 本出願受付（１６時まで） 25 水

26 月 26 木 本出願受付（１５時まで）　　 　  生徒成績一覧表〆切（（市）学校教育課長あて） 26 木 追募集及び再学力検査（学力検査等）

27 火 27 金 27 金

28 水 28 土 28 土

29 木 29 日

30 金 30 月 追募集及び再学力検査合格発表（１０時）

31 土 31 火

令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜関係日程

１　　　月 ２　　　月 ３　　　月



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔入学者選抜実施要項についての問い合わせ先〕 

 

      和歌山市教育委員会学校教育課 

           〒640-8511 和歌山市七番丁 23 番地 

        TEL：(073)432-0001(代) 

        (073)435-1196(直通) 

       https://www.wakayama-wky.ed.jp/w-kyoshoku/ 

 

     和歌山市立和歌山高等学校 

           〒640-8482 和歌山市六十谷 45 番地 

        TEL：(073)461-3690(代) 

     （全日制）https://www.wakayama-wky.ed.jp/ichiko/ 

          （定時制）https://www.wakayama-wky.ed.jp/ichiko-teijisei/ 

 


